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(57)【要約】
【課題】　ドライ路面及びウエット路面での操縦安定性
と静粛性とをバランス良く改善することを可能にした空
気入りタイヤを提供する。
【解決手段】　トレッド部Ｔにタイヤ周方向に延びる４
本の主溝１ａ～１ｄを設け、これら主溝により５列の陸
部１０～５０を区画した空気入りタイヤにおいて、車両
装着時に車両外側となる２本の主溝１ｃ，１ｄで挟まれ
た陸部４０に、トレッド中央側の主溝１ｃから車両外側
に向かって延びて該陸部４０内で終端する複数本のラグ
溝４１と、ラグ溝４１とは連通することなくタイヤ周方
向に間欠的に延びて波状又はジグザグ状をなす周方向細
溝４２と、ラグ溝４１の相互間でタイヤ幅方向に延びて
周方向細溝４１と連通することなく該周方向細溝４１を
横切る複数本の幅方向細溝４３とを設ける。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレッド部にタイヤ周方向に延びる４本の主溝を設け、これら主溝により５列の陸部を
区画した空気入りタイヤにおいて、車両装着時に車両外側となる２本の主溝で挟まれた陸
部に、トレッド中央側の主溝から車両外側に向かって延びて該陸部内で終端する複数本の
ラグ溝と、該ラグ溝とは連通することなくタイヤ周方向に間欠的に延びて波状又はジグザ
グ状をなす周方向細溝と、前記ラグ溝の相互間でタイヤ幅方向に延びて前記周方向細溝と
連通することなく該周方向細溝を横切る複数本の幅方向細溝とを設けたことを特徴とする
空気入りタイヤ。
【請求項２】
  最もショルダー側に位置する陸部に、タイヤ幅方向に延びて一端が陸部内で終端する複
数本のサイプを設け、該サイプの摩耗時のサイプ長さを新品時のサイプ長さと実質的に同
一にする一方で、該サイプの摩耗時のサイプパス長さを新品時のサイプパス長さよりも長
くし、該サイプの新品時の平面視形状が摩耗時の平面視形状を横切るようにしたことを特
徴とする請求項１に記載の空気入りタイヤ。
【請求項３】
  前記サイプの４０％摩耗時のサイプパス長さを新品時のサイプパス長さの１０２％～１
５０％にしたことを特徴とする請求項２に記載の空気入りタイヤ。
【請求項４】
  最もトレッド中央側に位置する陸部の両縁部にそれぞれ平面視で三角形の湾曲面を有す
る複数の切り欠き部を設け、これら切り欠き部の湾曲面を前記三角形の一辺にて該陸部の
踏面に対して稜線を持たずに接するように形成したことを特徴とする請求項１～３のいず
れかに記載の空気入りタイヤ。
【請求項５】
  前記切り欠き部のタイヤ軸方向の幅を前記最もトレッド中央側に位置する陸部の幅の２
０％～５０％としたことを特徴とする請求項４に記載の空気入りタイヤ。
【請求項６】
　前記切り欠き部の深さを主溝の有効溝深さの１０％～１２５％としたことを特徴とする
請求項５に記載の空気入りタイヤ。
【請求項７】
  前記切り欠き部のタイヤ周方向の長さを該切り欠き部のタイヤ周方向のピッチ長の１０
％～５０％としたことを特徴とする請求項６に記載の空気入りタイヤ。
【請求項８】
  前記切り欠き部の最深部に隣接する位置に主溝内に突き出す突起を設けたことを特徴と
する請求項４～７のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
【請求項９】
  車両装着時に車両内側となる２本の主溝で挟まれた陸部に、車両内側の主溝から車両外
側に向かって延びて該陸部内で終端する複数本のラグ溝と複数本のサイプとをタイヤ周方
向に沿って交互に配置したことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の空気入りタ
イヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トレッド部にタイヤ周方向に延びる４本の主溝を備えた空気入りタイヤに関
し、更に詳しくは、ドライ路面及びウエット路面での操縦安定性と静粛性とをバランス良
く改善することを可能にした空気入りタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気入りタイヤは、トレッド部にタイヤ周方向に延びる複数本の主溝とタイヤ幅方向に
延びる複数本のラグ溝を備えている。このような空気入りタイヤにおいて、トレッド部の
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溝面積比率を大きくした場合、排水性は向上するものの、トレッド剛性の低下により操縦
安定性が低下する傾向があり、静粛性が悪化する傾向がある。そのため、ドライ路面及び
ウエット路面での操縦安定性と静粛性とをバランス良く改善することは困難である。
【０００３】
　ここで、トレッド部にタイヤ周方向に延びる複数本の主溝を備えた空気入りタイヤにお
いて、トレッド中央に位置する陸部にタイヤ周方向の細溝を設けると共に、その外側に位
置する陸部にトレッド中央側の主溝とは非連通であってショルダー側の主溝に開口する複
数本のラグ溝とタイヤ周方向に間欠的に延びて波状又はジグザグ状をなす細溝とを設ける
ことにより、ウエット路面での走行性能や静粛性を向上すると共に、ドライ路面での直進
走行時の操縦安定性を向上することが提案されている（例えば、特許文献１参照）。しか
しながら、このような空気入りタイヤであっても、複数の性能を同時に改善する効果が必
ずしも十分ではないのが現状である。
【特許文献１】特開２００５－１１９３９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、ドライ路面及びウエット路面での操縦安定性と静粛性とをバランス良
く改善することを可能にした空気入りタイヤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するための本発明の空気入りタイヤは、トレッド部にタイヤ周方向に延
びる４本の主溝を設け、これら主溝により５列の陸部を区画した空気入りタイヤにおいて
、車両装着時に車両外側となる２本の主溝で挟まれた陸部に、トレッド中央側の主溝から
車両外側に向かって延びて該陸部内で終端する複数本のラグ溝と、該ラグ溝とは連通する
ことなくタイヤ周方向に間欠的に延びて波状又はジグザグ状をなす周方向細溝と、前記ラ
グ溝の相互間でタイヤ幅方向に延びて前記周方向細溝と連通することなく該周方向細溝を
横切る複数本の幅方向細溝とを設けたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明では、車両装着時に車両外側となる２本の主溝で挟まれた陸部にラグ溝と周方向
細溝と幅方向細溝とを混在させることにより、これら溝のエッジ効果に基づいてウエット
路面における制動性能と旋回性能を確保することができる。また、車両装着時に車両外側
となる２本の主溝で挟まれた陸部にラグ溝と周方向細溝と幅方向細溝を設けて当該陸部の
剛性を低下させることにより、接地時の衝撃を効果的に緩和するので、優れた静粛性を発
揮することができる。しかも、ラグ溝をトレッド中央側の主溝からタイヤ幅方向外側に向
かって延びて該陸部内で終端する構造にすると共に、これらラグ溝と周方向細溝と幅方向
細溝とを互いに非連通としているので、過度の剛性低下を抑制し、ドライ路面及びウエッ
ト路面での操縦安定性を向上することができる。
【０００７】
　本発明において、最もショルダー側に位置する陸部には、タイヤ幅方向に延びて一端が
陸部内で終端する複数本のサイプを設け、該サイプの摩耗時のサイプ長さを新品時のサイ
プ長さと実質的に同一にする一方で、該サイプの摩耗時のサイプパス長さを新品時のサイ
プパス長さよりも長くし、該サイプの新品時の平面視形状が摩耗時の平面視形状を横切る
ようにすることが好ましい。特に、サイプの４０％摩耗時のサイプパス長さを新品時のサ
イプパス長さの１０２％～１５０％にすると良い。このように最もショルダー側に位置す
る陸部に３次元構造のサイプを配置することにより、コーナリング時に負荷が大きくなる
ショルダー部の剛性を高めてコーナリング性や制動性を向上することができる。しかも、
サイプパス長さが摩耗の進行に伴って長くなるので、摩耗時におけるウエット性能の低下
を抑制することができる。
【０００８】
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　また、最もトレッド中央側に位置する陸部の両縁部にはそれぞれ平面視で三角形の湾曲
面を有する複数の切り欠き部を設け、これら切り欠き部の湾曲面を前記三角形の一辺にて
該陸部の踏面に対して稜線を持たずに接するように形成することが好ましい。その際、切
り欠き部のタイヤ軸方向の幅は最もトレッド中央側に位置する陸部の幅の２０％～５０％
とし、切り欠き部の深さは主溝の有効溝深さの１０％～１２５％とし、切り欠き部のタイ
ヤ周方向の長さは該切り欠き部のタイヤ周方向のピッチ長の１０％～５０％とすることが
好ましい。このように最もトレッド中央側に位置する陸部の両縁部に複数の切り欠き部を
設けることにより、当該陸部の剛性を大幅に低下させることなく、主溝に連通する広い空
間を形成し、その結果として、操縦安定性を低下させることなく、主溝で発生する気柱共
鳴音を低減することができる。しかも、切り欠き部の湾曲面を三角形の一辺にて該陸部の
踏面に対して稜線を持たずに接するように形成することにより、切り欠き部を起点とする
偏摩耗の発生を抑制することができる。切り欠き部の最深部に隣接する位置には主溝内に
突き出す突起を設けることが好ましい。これにより、気柱共鳴音をより効果的に低減する
ことができる。
【０００９】
  車両装着時に車両内側となる２本の主溝で挟まれた陸部には、車両内側の主溝から車両
外側に向かって延びて該陸部内で終端する複数本のラグ溝と複数本のサイプとをタイヤ周
方向に沿って交互に配置することが好ましい。このような構成はドライ路面及びウエット
路面での操縦安定性の向上に寄与する。
【００１０】
　本発明において、主溝とはトレッドウエアインジケーター（ＪＩＳ　Ｄ４２３０）が施
された溝であり、細溝とは溝幅が０．１ｍｍ～１．５ｍｍの溝であり、サイプとは溝幅が
０．４ｍｍ～１．６ｍｍの溝であり、ラグ溝とは溝幅が１．５ｍｍ超であって主溝よりも
狭い溝である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の構成について添付の図面を参照しながら詳細に説明する。図１は本発明
の実施形態からなる空気入りタイヤのトレッドパターンを示し、図２は最もショルダー側
に位置する陸部のサイプを示し、図３は図２のサイプの新品時のタイヤ踏面での平面視形
状とサイプ底での平面視形状を示し、図４～図６は最もトレッド中央側に位置する陸部を
示すものである。本実施形態の空気入りタイヤは、車両装着時におけるタイヤ表裏の装着
向きが指定されたものであり、車両外側をＯＵＴにて示し、車両内側をＩＮにて示す。
【００１２】
　図１に示すように、トレッド部Ｔにはタイヤ周方向に延びる４本の主溝１ａ，１ｂ，１
ｃ，１ｄが車両内側から車両外側へ順次形成され、これら主溝１ａ～１ｄにより５列の陸
部１０，２０，３０，４０，５０が区画されている。つまり、陸部１０は車両内側のショ
ルダー部に位置し、陸部２０は主溝１ａ，１ｂ間に位置し、陸部３０は主溝１ｂ，１ｃ間
に位置し、陸部４０は主溝１ｃ，１ｄ間に位置し、陸部５０は車両外側のショルダー部に
位置している。なお、主溝１ａ～１ｄの溝幅は全て同じであっても良いが、例えば、車両
外側の主溝１ｃ，１ｄを車両内側の主溝１ａ，１ｂよりも太くしたり、ショルダー側の主
溝１ａ，１ｄをトレッド中央側の主溝１ｃ，１ｄよりも太くすることが可能である。
【００１３】
　車両内側において最もショルダー側に位置する陸部１０には、タイヤ周方向に延びる周
方向補助溝１４が設けられている。更に、陸部１０には、タイヤ幅方向に延びる複数本の
ラグ溝１１とタイヤ幅方向に延びるサイプ１２とがタイヤ周方向に沿って交互に配置され
ている。ラグ溝１１は、タイヤ幅方向に延びて周方向補助溝１４に連通している。サイプ
１２は、図２に示すように、一端が陸部１０内で終端し、他端が周方向補助溝１４に連通
している。これらサイプ１２は、新品時のタイヤ踏面においては概ね直線状をなしている
が、サイプ底側に向かうに連れて波形となる３次元構造を有し、図３に示すように、新品
時の平面視形状１２ａが摩耗時の平面視形状１２ｂを横切るようになっている。
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【００１４】
　サイプ１２において、摩耗時のサイプ長さＬ２は新品時のサイプ長さＬ１と実質的に同
一に設定されている。ここで、新品時のサイプ長さＬ１とは、新品時の平面視形状におけ
るサイプ端間の距離である。一方、摩耗時のサイプ長さＬ２とは、摩耗時の平面視形状に
おけるサイプ端間の距離である。
【００１５】
　サイプ１２において、摩耗時のサイプパス長さＭ２は新品時のサイプパス長さＭ１より
も長く設定されている。ここで、新品時のサイプパス長さＭ１とは、新品時の平面視形状
におけるサイプ端間の道のりである。一方、摩耗時のサイプパス長さＭ２とは、摩耗時の
平面視形状におけるサイプ端間の道のりである。
【００１６】
　車両装着時に車両内側となる２本の主溝１ａ，１ｂで挟まれた陸部２０には、タイヤ幅
方向に延びる複数本のラグ溝２１とタイヤ幅方向に延びる複数本のサイプ２２がタイヤ周
方向に沿って交互に配置されている。ラグ溝２１及びサイプ２２は、それぞれ一端が陸部
２０内で終端し、他端が主溝１ａに連通している。
【００１７】
　最もトレッド中央側に位置する陸部３０の両縁部には、図４～図６に示すように、それ
ぞれ平面視で三角形の湾曲面３１ａを有する複数の切り欠き部３１がタイヤ周方向に間隔
をおいて形成されている。これら切り欠き部３１の湾曲面３１ａは三角形の一辺にて該陸
部３０の踏面に対して稜線を持たずに接するように形成されている。また、各切り欠き部
３１の最深部に隣接する位置には主溝１ｂ，１ｃ内に突き出すように突起３２が形成され
ている。
【００１８】
　車両装着時に車両外側となる２本の主溝１ｃ，１ｄで挟まれた陸部４０には、トレッド
中央側の主溝１ｃから車両外側に向かって延びて該陸部４０内で終端する複数本のラグ溝
４１がタイヤ周方向に間隔をおいて設けられている。更に、陸部４０には、ラグ溝４１と
は連通することなくタイヤ周方向に間欠的に延びて波状又はジグザグ状をなす周方向細溝
４２と、ラグ溝４１の相互間でタイヤ幅方向に延びて周方向細溝４２と連通することなく
該周方向細溝４２を横切る複数本の幅方向細溝４３とが設けられている。
【００１９】
　車両外側において最もショルダー側に位置する陸部５０には、タイヤ周方向に延びる周
方向補助溝５４が設けられている。更に、陸部５０には、タイヤ幅方向に延びる複数本の
ラグ溝５１とタイヤ幅方向に延びる複数本のサイプ５２とがタイヤ周方向に沿って交互に
配置されている。各ラグ溝５１にはその先端からトレッド中央側に延びるサイプ５３が連
結されている。サイプ５２は、一端が陸部５０内で終端し、他端が主溝１ｄに連通してい
る。これらサイプ５２は、前述のサイプ１２と同様に、新品時のタイヤ踏面においては直
線状をなしているが、サイプ底側に向かうに連れて波形となる３次元構造を有し、新品時
の平面視形状が摩耗時の平面視形状を横切るようになっている。また、サイプ５２におい
て、サイプ１２と同様に、摩耗時のサイプ長さＬ２が新品時のサイプ長さＬ１と実質的に
同一に設定され、摩耗時のサイプパス長さＭ２が新品時のサイプパス長さＭ１よりも長く
設定されている。
【００２０】
　上述のトレッドパターンを有する空気入りタイヤでは、車両装着時に車両外側となる２
本の主溝１ｃ，１ｄで挟まれた陸部４０にラグ溝４１と周方向細溝４２と幅方向細溝４３
とを混在させることにより、これら溝４１～４３のエッジ効果に基づいてウエット路面に
おける制動性能と旋回性能を確保することができる。つまり、溝４１～４３は路面の水分
を吸収すると同時に多方向に延長するエッジで路面をしっかりと捕らえるように作用する
。また、陸部４０にラグ溝４１と周方向細溝４２と幅方向細溝４３を設けて陸部４０の剛
性を低下させることにより、接地時の衝撃を効果的に緩和するので、優れた静粛性を発揮
することができる。しかも、ラグ溝４１をトレッド中央側の主溝１ｃに開口しつつ車両外
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側の主溝１ｄとは非連通にすると共に、これらラグ溝４１と周方向細溝４２と幅方向細溝
４３とを互いに非連通としているので、陸部４０における過度の剛性低下を抑制し、ドラ
イ路面及びウエット路面での操縦安定性を向上することができる。特に、低荷重時のコー
ナリングパワーを確保し、ドライ路面での操縦安定性（リヤタイヤのスタビリティー）を
改善することができる。
【００２１】
　上記空気入りタイヤにおいては、最もショルダー側に位置する陸部１０，５０に、タイ
ヤ幅方向に延びて一端が陸部内で終端する複数本のサイプ１２，５２を設け、これらサイ
プ１２，５２の摩耗時のサイプ長さＬ２を新品時のサイプ長さＬ１と実質的に同一にする
一方で、摩耗時のサイプパス長さＭ２を新品時のサイプパス長さＭ１よりも長くし、新品
時の平面視形状が摩耗時の平面視形状を横切るようにしているが、このように最もショル
ダー側に位置する陸部１０，５０に３次元構造のサイプ１２，５２を配置することにより
、コーナリング時に負荷が大きくなるショルダー部の剛性を高めてコーナリング性や制動
性を向上することができる。しかも、サイプパス長さＭ２が摩耗の進行に伴って長くなる
ので、摩耗時におけるウエット性能の低下を抑制することができる。
【００２２】
　なお、陸部１０にはサイプ１２の他にラグ溝１１を設け、陸部５０にはサイプ５２の他
にラグ溝５１や２次元構造のサイプ５３を設けているが、これらラグ溝１１，５１や２次
元構造のサイプ５３を３次元構造のサイプ１２，５２と組み合わせることにより、陸部１
０，５０の剛性を適宜調整することが可能である。
【００２３】
　サイプ１２，５３の４０％摩耗時のサイプパス長さＭ２は新品時のサイプパス長さＭ１
の１０２％～１５０％の範囲、より好ましくは、１０５％～１３０％の範囲に設定されて
いる。４０％摩耗時のサイプパス長さＭ２が新品時のサイプパス長さＭ１の１０２％未満
であると摩耗時におけるウエット性能の低下を抑制する効果が不十分になり、逆に１５０
％を超えると離型時において陸部に欠損を生じ易くなる。
【００２４】
　また、最もトレッド中央側に位置する陸部３０の両縁部にはそれぞれ平面視で三角形の
湾曲面３１ａを有する複数の切り欠き部３１を設け、これら切り欠き部３１の湾曲面３１
ａを三角形の一辺にて該陸部３０の踏面に対して稜線を持たずに接するように形成するこ
とにより、操縦安定性を低下させることなく、主溝１ｂ，１ｃで発生する気柱共鳴音を低
減することができる。つまり、タイヤ周方向に連続的に延長する主溝１ｂ，１ｃでは周波
数が約８００～１５００Ｈｚの気柱共鳴音が発生し易いが、その主溝１ｂ，１ｃに繋がる
複数の切り欠き部３１を設けることで気柱共鳴音を低減する効果が得られる。しかも、切
り欠き部３１の湾曲面３１ａを三角形の一辺にて該陸部３０の踏面に対して稜線を持たず
に接するように形成することにより、切り欠き部３１を起点とする偏摩耗の発生を抑制す
ることができる。
【００２５】
　ここで、切り欠き部３１のタイヤ軸方向の幅Ｗ１は陸部３０の幅Ｗ０の２０％～５０％
の範囲、好ましくは、３０％～３５％の範囲に設定され、切り欠き部３１の深さＤ１は主
溝１ｂ，１ｃの有効溝深さＤ０の１０％～１２５％の範囲、好ましくは、５０％～１２５
％の範囲に設定され、切り欠き部３１のタイヤ周方向の長さＰ１は該切り欠き部３１のタ
イヤ周方向のピッチ長Ｐ０の１０％～５０％の範囲、好ましくは、３０％～４５％の範囲
に設定されている。切り欠き部３１の寸法が下限値を下回ると気柱共鳴音の低減効果が低
下し、逆に上限値を上回ると操縦安定性が低下し、偏摩耗を生じ易くなる。なお、主溝１
ｂ，１ｃの有効溝深さＤ０とは踏面からウエアインジケーター２までの深さである。
【００２６】
　特に、切り欠き部３１の最深部に隣接する位置に主溝１ｂ，１ｃ内に突き出す突起３２
を設けた場合、気柱共鳴音をより効果的に低減することができる。この突起３２は、図４
のような三角錘形状としても良く、或いは、他の形状としても良い。例えば、図７に示す
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ように、切り欠き部３１の湾曲面３１ａと交差する壁面３１ｂを主溝１ｂ，１ｃ内へ延長
することで突起３２を形成しても良い。
【実施例】
【００２７】
　タイヤサイズが２１５／５５Ｒ１７であり、図１に示すトレッドパターンを有する空気
入りタイヤにおいて、最もトレッド中央側に位置する陸部に設けた切り欠き部の寸法（Ｗ
１／Ｗ０，Ｄ１／Ｄ０，Ｐ１／Ｐ０）を種々異ならせた実施例１～３のタイヤを作製した
。また、車両装着時に車両外側となる２本の主溝で挟まれた陸部に設けたラグ溝と周方向
細溝と幅方向細溝の連通状態を種々異ならせた比較例１～３のタイヤを作製した。これら
比較例１～３のタイヤはラグ溝と周方向細溝と幅方向細溝の連通状態を変更したこと以外
は実施例２と同じ構成を有するものである。更に、比較のため、図８に示すトレッドパタ
ーンを有する空気入りタイヤ（従来例）を用意した。従来例のタイヤは特開２００５－１
１９３９８号公報に記載のタイヤに対応するものである。
【００２８】
  これらタイヤについて、下記の評価方法により、ドライ路面及びウエット路面での操縦
安定性、ロードノイズ、気柱共鳴音を評価し、その結果を表１に示した。
【００２９】
　操縦安定性：
　試験タイヤをリムサイズ１７×７．０Ｊのホイールに組み付けて排気量３０００ｃｃの
後輪駆動車に装着し、空気圧２２０ｋＰａとして、ドライ路面及びウエット路面において
それぞれ操縦安定性を官能評価した。評価結果は、従来例を１００とする指数にて示した
。この指数値が大きいほど操縦安定性が優れていることを意味する。
【００３０】
　ロードノイズ：
　試験タイヤをリムサイズ１７×７．０Ｊのホイールに組み付けて排気量３０００ｃｃの
後輪駆動車に装着し、空気圧２２０ｋＰａとして、試験路面を速度６０ｋｍ／ｈで走行す
る際に発生する周波数１００～８００Ｈｚのロードノイズを車室内運転席耳側位置で測定
した。評価結果は、測定値の逆数を用い、従来例を１００とする指数にて示した。この指
数値が大きいほどロードノイズが少ないことを意味する。
【００３１】
　気柱共鳴音：
　試験タイヤをリムサイズ１７×７．０Ｊのホイールに組み付けて排気量３０００ｃｃの
後輪駆動車に装着し、空気圧２２０ｋＰａとして、試験路面を速度６０ｋｍ／ｈで走行す
る際に発生する周波数８００～１０００Ｈｚの気柱共鳴音を試験路面の脇で測定した。評
価結果は、測定値の逆数を用い、従来例を１００とする指数にて示した。この指数値が大
きいほど気柱共鳴音が少ないことを意味する。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
　この表１から明らかなように、実施例１～３のタイヤはいずれも従来例に比べてドライ
路面及びウエット路面での操縦安定性が優れていると共に、ロードノイズや気柱共鳴音に



(9) JP 2010-6096 A 2010.1.14

10

20

30

ついて良好な結果が得られた。また、実施例１～３のタイヤについて８０００ｋｍの走行
試験を実施したところ、切り欠き部を設けた陸部には偏摩耗が殆ど生じることはなかった
。一方、比較例１～３のタイヤは車両装着時に車両外側となる２本の主溝で挟まれた陸部
に設けたラグ溝と周方向細溝と幅方向細溝とを互いに非連通とする条件を満たしていない
ため、ドライ路面及びウエット路面での操縦安定性が不十分であった。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態からなる空気入りタイヤのトレッドパターンを示す展開図であ
る。
【図２】図１において最もショルダー側に位置する陸部のサイプを示す断面図である。
【図３】図２のサイプの新品時のタイヤ踏面での平面視形状とサイプ底での平面視形状を
示す説明図である。
【図４】図１において最もトレッド中央側に位置する陸部を示す斜視図である。
【図５】図１において最もトレッド中央側に位置する陸部を示す平面図である。
【図６】図１において最もトレッド中央側に位置する陸部を示す側面図である。
【図７】最もトレッド中央側に位置する陸部に形成される切り欠き部の変形例を示す斜視
図である。
【図８】従来例の空気入りタイヤのトレッドパターンを示す展開図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ　主溝
　１０，２０，３０，４０，５０　陸部
　１１，２１，４１，５１　ラグ溝
　１２，２２，５２，５３　サイプ
　３１　切り欠き部
　３１ａ　湾曲面
　３１ｂ　壁面
　４２　周方向細溝
　４３　幅方向細溝
　Ｔ　トレッド部
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